
鯖江市丹南地区地域生活支援拠点等整備事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第３項および第４項の

規定に基づき、障がい者および障がい児（以下「障がい者等」という。）の障がいの

重度化、高齢化および親亡き後に備え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮

らし続けることができるよう、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供

体制を確保するために実施する地域生活支援拠点等を整備する事業（以下「事業」と

いう。）に関し、障害福祉サービス等事業者を拠点等の機能を担う者として位置付け

るために必要な登録方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１ ) 地域生活支援拠点等  法第７７条第４項に規定する地域生活支援拠点等のう

ち、地域における、複数の機関が分担し機能を担う面的な体制をいう。 

(２ ) 自立支援協議会  法第８９条の３第１項の規定による関係機関等により構成

された協議会をいう。 

(３) 丹南地区 鯖江市、越前町、南越前町、池田町および越前市の５市町の区域を

いう。 

（実施主体） 

第３条 この事業の実施主体は、鯖江市（以下「本市」という。）とし、丹南地区にお

いて共同して実施運営することができるものとする。 

（事業内容） 

第４条  この事業は、丹南地区に居住する障がい者等に対する面的な支援体制を確保

するため、地域生活支援拠点等の機能を担う複数の事業所について本市が拠点等事

業所として登録することで、地域生活支援拠点等を整備するものとする。 

２  前項の規定により、本市が拠点等事業所として登録することができる事業所は、

次の各号のいずれかに該当する事業所または施設とする。 

(１ ) 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者が運営する障害福

祉サービスを提供する事業所もしくは施設または同項に規定する指定障害者支援

施設 



(２) 法第３０条第１項第２号に規定する基準該当事業所または基準該当施設 

(３) 法第４１条の２に規定する共生型障害福祉サービス事業所または施設 

(４ ) 法第５１条の１４第１項に規定する指定一般相談支援事業者または法第５１

条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者が運営する事業所また

は施設 

(５ ) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号に規

定する指定障害児相談支援事業者が運営する事業所または施設 

(６) その他市長が適当と認める事業所または施設 

３  拠点等事業所が担う地域生活支援拠点等としての機能（以下「拠点等機能事業」

という。）は、次に掲げるとおりとする。  

(１ ) 相談  平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録

した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において必要なサービスの調整や

相談その他必要な支援を行う機能 

(２ ) 緊急時の受入れ・対応  短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を

確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行

う機能 

(３ ) 体験の機会・場の提供  障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行また

は親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用および

一人暮らしの体験の機会または場を提供する機能 

(４) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、

高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制

の確保および専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 

（拠点等事業所の登録） 

第５条  拠点等事業所としての登録を受けようとする事業所または施設を運営する事

業者（次項において「申請者」という。）は、丹南地区地域生活支援拠点等事業所登

録申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２  市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否

について決定し、その旨を丹南地区地域生活支援拠点等事業所登録決定（却下）通知

書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

３  市長は、前項の規定により登録を行った拠点等事業所について、事業者の名称、

事業所の名称、所在地および電話番号、事業所番号ならびに地域生活支援拠点等の



機能（次条において「公表事項」という。）について公表するものとし、丹南地区に

おける共有を図るものとする。 

４  第１項の規定にかかわらず、丹南地区の本市以外の市町がこの要綱の規定と同様

の手続を経て登録した拠点等事業所については、本市において登録の決定をされた

ものとみなす。 

（変更等の届出） 

第６条  拠点等事業所は前条第３項の公表事項に変更が生じた場合は、丹南地区地域

生活支援拠点等事業所変更届出書（様式第３号）により、当該変更のあった日から１

０日以内に市長に届け出なければならない。 

２ 拠点等事業所は、拠点等機能事業について、廃止、休止または再開しようとする

ときは、丹南地区地域生活支援拠点等機能事業廃止・休止・再開届出書（様式第４

号）により、その廃止、休止または再開の日の３０日前までに市長に届け出なけれ

ばならない。 

３  市長は、前２項の規定による届出を受けたときは、丹南地区における共有を図る

ものとする。 

（調査等） 

第７条  市長は、拠点等事業所に対して、拠点等機能事業に係る運営状況に関する調

査を実施し、または報告を求めることができる。 

（丹南地区の連携） 

第８条  市長は、この事業を円滑かつ効果的に行うため、丹南地区の連携を密に取る

よう努めるものとする。 

２  市長は、丹南地区の本市以外の市町と連携し事業の実施状況を定期的に評価し、

地域生活支援拠点等の強化に努めるものとする。 

３  前項の連携および評価に当たり、自立支援協議会を活用し、関係機関との情報共

有および協議を行うものとする。 

（遵守事項） 

第９条  拠点等事業所は、障がい者等およびその家族の権利擁護に十分留意しなけれ

ばならない。 

２  拠点等機能事業に従事する者または従事した者は、正当な理由なく個人情報その

他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。 

（その他） 



第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行前に丹南地区おいて拠点等事業所として登録された事業所または

施設については、第５条第２項の規定による登録の決定を受けたものとみなす。 

（鯖江市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱の廃止） 

３ 鯖江市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱は、廃止する。 


